
最高裁民二第3202号

（入る－14）

平成26年7月3日

東京高等裁判所長官殿

最高裁判所事務総長大答直人

民事調停委員及び家事調停委員に対する高等裁判所長官表彰
について（通達）

標記の表彰については，下記の要領によって実施してください。

記

1 表彰の基準

人格識見ともに高く，民事調停委員又は家事調停委員として職務に精励し，そ
の功績が顕著な者

2表彰の方法

高等裁判所長官名義をもって表彰状及び記念品を贈呈して行う。
3表彰の日

調停運営協議会と同一の日

4被表彰者の人数（民事調停委員及び家事調停委員の合計）
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5被表彰者の選考

（1） 民事調停委員と家事調停委員とに併せて任命されている者については，それ

ぞれの事績を総合して評価した士，その功績に即して，いずれかの一方の調停
委員として行う。



(2)司法委員又は参与員を兼ねている者については，それ.らの事績は考慮外とす
る。

（3）各地方裁判所及び各家庭裁判所の被表彰者の人数は，各管内の調停事件受理
件数等を考慮して配分する。

6死亡者の表彰

会士＝琵去lｧ津壼された者が表彰の日の前日までに死亡した場合には， 3の定め被表彰者に決定された者が表彰の日の前日までに死1

にかカコわらず，生前の日付で表彰を行うことができる。

I

表彰に要する費用

雲畜乏に車する着用については，別途庁費が示達される。表彰に要する費用に
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最高裁民二第3208号

（入る－14）

平成2．6年7月3日

大阪高等裁判所長官殿

最高裁判所事務総長大谷直人

民事調停委員及び家事調停委員に対する高等裁判所長官表彰
について（通達）

標記の表彰については，下記の要領によって実施して.ください． ◎

記 ． 、

1 表彰の基準

人格識見ともに高く，民事調停委員又は家事調停委員として職務に精励し，そ
の功績が顕著な者

2 表彰の方法

高等裁判所長官名義をもって表彰状及び記念品を贈呈して行う。
〕 表彰の日

調停運営協議会と同一の日

l 被表彰者の人数（民事調停委員及び家事調停委員の合計）
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5被表彰者の選考

（1）民事調停委員と家事調停委員とに併せて任命されている者については，それ

ぞれの事績を総合して評価した上，その功績に即して，いずれかの一方の調停
委員として行.う。
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(2)司法委員又は参与員を兼ねている者については，それらの事績は考慮外とす
る。

（3）各地方裁判所及び各家庭裁判所の被表彰者の人数は，各管内の調停事件受理
件数等を考慮して配分する。

6死亡者の表彰

今市一望垂,妄泣壼式知.弁老が表彰の日の前日までに死亡した場合には， 3の定め3の定め被表彰者に決定された者が表彰の日の前日までにタヒI

にか力ごわらず，生前の日付で表彰を行うことができる。●

表彰に要する費用

＝垂多,ﾃ壺寺系塞田については．別途庁費が示達される。表彰に要する費用については，
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最高裁民二第3204号

（入る－1．4）

平成26年7．月3日

名古屋高等裁判所長官殿

最高裁判所事務総長大谷直人

民事調停委員及び家事調停委員に対する高等裁判所長官表彰
について（通達）

標記の表彰については下記の要領によって実施してください。
記

表彰の基準

人格識見ともに高く，民事調停委員又は家事調停委員として職務に精励し，
の功績が顕著な者

表彰の方法

高等裁判所長官名義をもって表彰状及び記念品を贈呈して行う。
表彰の日

調停運営協議会と同一の日

被表彰者の人数(民事調停委員及び家事調停委臺の合計）
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5披表彰者の選考

(1)民事調停委員と家事調停委員とに併せて任命されている者については，それ
ぞれの事績を総合して評価した上，その功績に即して，いずれかめ一方の調停
委員として行う。

、



ー

（2）司法委員又は参与員を兼ねている者にづいては，それらの事績は考慮外とす

る。

（3）各地方裁判所及び各家庭裁判所の被表彰者の人数は，各管内の調停事件受理

件数等を考慮して配分する。

6死亡者の表彰

準堯詫去lr湊声された者が表彰の日の前日までに死亡した場合には, 3の定め被表彰者に決定された者が表彰の日の前日までに死1

にかかわらず，生前の日付で表彰を行うことができる。

表彰に要する費用■

表彰に要する費用については，別途庁費が示達される。
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最高裁民二第3205号

（入る－14）

平成26年7月3日

広島高等裁判所長官殿

最高裁判所事務総長大谷直人や

民事調停委員及び家事調停委員に対まる高等裁判所長官表彰
について（通達）

標記の表彰については，下記の要領によって実施してください。
記

1 表彰の基準

人格識見ともに高く,民事調停委員又は家事調停委員として職務に精励し,そ
の功績が顕著な者

2表彰の方法

高等裁判所長官名義をもって表彰状及び記念品を贈呈して行う。
3表彰の日

調停運営協議会と同一の日

4被表彰者の人数（民事調停委員及び家事調停委員の合計）
′

●

、

！ ‐一一＝ー

D ・鰊天辱百

(1)民事調停委員と家事調停委員とに併せて任命されている者については，それ。 ＆

ぞれの事績を総合して評価した上，その功績に即して，いずれかの一方の調停
委員として行う。

‐ ▲ ｡
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（2） 司法委員又は参与員を兼ねている者については，それらの事績は考慮外とす

る。 ．

（3）各地方裁判所及び各家庭裁判所の被表彰者の人数は，各管内の調停事件受理

件数等を考慮して配分する。

6死亡者の表彰

華堯琵塞に博志された者が表彰の日の前日までに死亡した場合には， 3．の定め被表彰者に決定された者が表彰の日の前日までに死亡1

にかかわらず，生前の日付で表彰を行う．ことができる。

表彰に要する費用

表彰に要する費用については,別途庁費が示達される。
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最高裁民二第3206号

（入る－14:）

平成26年7月3日

福岡高等裁判所長官殿

最高裁判所事務総長大谷直人

民事調停委員及び家事調停委員に対する高等裁判所長官表彰
について（通達）

標記の表彰については，下記の要領によって実施してください。
記

1 表彰の基準 ．

人格識見ともに高く，民事調停委員又は家事調停委員として職務に精励し，
の功績が顕著な者

2表彰の方法

高等裁判所長官名義をもって表彰状及び記念品を贈呈して行う。
3表彰の日

調停運営協議会と同一の日

4被表彰者の人数（民事調停委員及び家事調停委員の合計）

そ

I
I
5被表彰者の

(1)民事調停委員と家事調停委員とに併せて任命されている者については，それ

ぞれの事績を総合して評価した上，その功績に即して，いずれかの一方の調停
委員として行う。
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(2)司法委員又は参与員を兼ねている者については，それらの事績は考慮外とす

，る。

(3)各地方裁判所及び各家庭裁判所の被表彰者の人数は，各管内の調停事件受理
件数等を考慮して配分する。

死亡者の表彰

士士＝鐸秦,ｧ津壼式れた者が表彰の日の前日までに死亡した場合には， 3の定め被表彰者に決定された者が表彰の日の前日までに死亡l

6

にかかわらず，生前の日付で表彰を行うことができる。

7表彰に要する費用

堯華に専する譽用については，別途庁費が示達される。表彰に要する費用に
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最高裁民二第3207号

（入る－14）

平成26年7月3日

仙台高等裁判所長官殿

最高裁判所事務総長大谷直人

民事調停委員及び家事調停委員に対する高等裁判所長官表彰

について（通達）

標記の表彰については．，下記の要領によって実施してください。

記

1表彰の基準

人格識見ともに高く，民事調停委員又は家事調停委員として職務に精励し，
の功績が顕著な者

2表彰の方法

高等裁判所長官名義をもって表彰状及び記念品を贈呈して行う｡．

〕 表彰の日

調停運営協議会と同一の日

4 被表彰者の人数（民事調停委員及び家事調停委員の合計)．

2

3

4

そ

』 I
I

－

－1
5被表彰者の選考

（1）民事調停委員と家事調停委員とに併せて任命されている者については，それ

ぞれの事績を総合して評価した上，その功績に即して，いずれかの一方の調停
委員として行う。



1

（2）司法委員又は参与員を兼ねている者については，それらの事績は考慮外とす

る。

(3)各地方裁判所及び各家庭裁判所の被表彰者の人数は，各管内の調停事件受理
件数等を考慮して配分する。

6死亡者の表彰

士士＝鐸去,ｧ津壼されか者が表彰の日の前日までに死亡した場合には， ・3の定め被表彰者に決定された者が表彰の日の前日までに死亡l

にかかわらず，生前の日付で表彰を行うことができる。

表彰に要する費用

表彰に要する費用については，別途庁費が示達される。
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最高裁民二第3208号

（入る－1．4）

平成26年7月3日

札幌高等裁判所長官殿

最高裁判所事務総長大谷直人

民事調停委員及び家事調停委員に対する高等裁判所長官表彰
について（通達） ．

標記の表彰については，下記の要領によって実施してください。
記

1表彰の基準

人格識見ともに高く，民事調停委員又は家事調停委員として職務に精励し，そ
．の功績が顕著な者

2表彰の方法

高等裁判所長官名義をもつて表彰状及び記念品を贈呈して行う。
3表彰の日

調停運営協議会と同一の日

4被表彰者の人数（民事調停委員及び家箏調停委員の合計） ．
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被表彰者の選考5

(1)民事調停委員と家事調停委員とに併せて任命されている者については，それ

ぞれの事績を総合して評価した上，その功績に即して，いずれかの一方の調停
・委員として行う｡．
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（2） 司法委員又は参与員を兼ねている者については，それらの事績は考慮外とす
る。 ‘ ．

（3）各地方裁判所及び各家庭裁判所の被表彰者の人数は，各管内の調停事件受理
件数等を考慮して配分する。

6死亡者の表彰

金士＝琴奎,ｧ津壼式れ弁岩が表彰の日の前日までに死亡した場合には， 3の定め被表彰者に決定された者が表彰の日の前日までに死亡I

にかカコわらず，生前の日付で表彰を行うことができる。

表彰に要する費用

＝塞隻,ｧ垂寺孟蕃用については，別途庁費が示達される。表彰に要する費用については，
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最高裁民二第3209号

（入る－14）

平成26年7月3日

高松高等裁判所長官殿

最高裁判所事務総長大谷直人

民事調停委員及び家事調停委員に対する高等裁判所長官表彰

について（通達）

標記の表彰については，下記の要領によって実施してください。

記

1 表彰の基準

人格識見ともに高く，民事調停委員又は家事調停委員として職務に精励し，
の功績が顕著な者

2表彰の方法 、

高等裁判所長官名義をもって表彰状及び記念品を贈呈して行う。

3表彰の日 ,

調停運営協議会と同一の日

4被表彰者の人数（民事調停委員及び家事調停委員の合計）

そ
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■
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5被表彰者の選考

（1） 民事調停委員と家事調停委員とに併せて任命されている者については，それ

ぞれの事績を総合して評価した上，その功績に即して，いずれかの一方の調停

委員として行う。
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（2）司法委員又は参与員を兼ねている者については，それらの事績は考慮外とす

る。

（3）各地方裁判所及び各家庭裁判所の被表彰者の人数は，各管内の調停事件受理

件数等を考慮して配分する。

6死亡者の表彰

被表彰者に決定された者が表彰の日の前日までに死亡した場合には， 3の定め

にか力､わらず，生前の日付で表彰を行うことができる6

表彰に要する費用

表彰に要する費用については，別途庁費が示達される6
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